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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第１ 基本的な見直しについて

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

総務省としては、基本的な見直しの考え方としては望ましいと認識している。

一方、地方公共団体は、住民の福祉を増進するため、多種多様な行政活動を行っ

ており、行政訴訟制度の見直しによって、例えば、法律上の利益を有しない者からの

訴訟が著しく増大する等の影響が生じると、行政活動の円滑な執行が害され、住民

の福祉が害されるおそれが生じる。

したがって、行政訴訟制度の見直しにあたっては、行政と司法の機能分担に関す

る基本的な考え方を踏まえるとともに、行政活動が、その意思形成や執行の過程に

おいて、多種多様な利害を調整しながら行われていることに留意する必要がある。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項



- 2 -

〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－１－（１）被告適格者の見直しについて

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

被告適格を見直して、被告を地方公共団体としたとしても、地方議会のした議員の

除名処分に関する訴訟については、地方議会に被告適格を与えるべきではないか。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－１－（１）被告適格者の見直しについて

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

行政不服審査法においては、「審査請求は、処分をした行政庁又は不作為に係る

行政庁以外の行政庁に対してするものとし、異議申立ては、処分庁又は不作為庁に

対してするものとする」（同法第３条第２項）と定め、具体的には、処分についての審査

請求（第５条）、処分についての異議申立て（第６条）、不作為についての不服申立て

（第７条）、再審査請求（第８条）の不服申立て類型を定めることによって、国民の権利

救済を図ることとしている。

即ち、同じく行政庁の処分又は不作為について不服を申し立てる場合にあっても、

行政事件訴訟法とは異なり、処分（不作為）庁以外の行政庁に不服を申し立てさせ、

当該行政庁が監督的立場あるいは第三者的立場から審査を行うことがあることを前

提に制度が構成されている。

例えば、各府省の地方支分部局の長が行った処分については、原則としてその直

近上級行政庁である大臣に対して審査請求を行うことになるのであって、行政不服審

査法に基づく不服申立てについては、同じ国という行政主体に属する機関であって

も、これを峻別することによってはじめて手続が意味をもつことになる。

また、不服申立て先を行政主体とした場合には、個別法上、行政不服審査法の特

例として特別の審査庁が置かれているような場合にかえって混乱を招くことになる。

（例：国税通則法における国税局長が行った処分に対する国税不服審判所長に対す

る審査請求）

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項

以上のことから、行政事件訴訟における被告適格の見直しに連動して、不服申立

ての相手方を行政主体に改めることは適当でない。

なお、行政不服審査法は、第５７条において処分庁に不服申立てができる場合に

おける不服申立て先を被処分者等に教示する義務を課しており、更に、誤った教示を

した場合の救済措置（同法第１８条）、教示をしなかった場合の不服申立て（同法第５

８条）、処分庁経由による審査請求（同法第１７条）を規定しており、国民が不服申立

て先を誤らないようにするための措置を既に十分に講じているところである。

こうしたことからも、不服申立ての相手方を行政主体に改める必要性は認められな

い。
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－１－（２）行政訴訟の管轄裁判所の拡大について

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

被告が地方公共団体である場合にも行政訴訟の管轄裁判所を拡大することは、現

実には地方公共団体が地域外の企業や住民との間で法律関係を有することが多い

としても、その権限について地域的限界があることから見れば問題がある。また、現

実に地方公共団体が所在地以外の裁判所で応訴しなければならない事態が生じれ

ば、応訴の負担が増大し、場合によっては地方公共団体の事務執行に支障が生ずる

おそれがある。

例えば、東京に本社を有する会社が、九州や四国の地方公共団体がした開発許

可申請や事業認可申請に対する拒否処分について、東京地裁に取消訴訟を提起す

ることができるとすると、九州や四国の地方公共団体は担当者が弁論の度に東京に

行かなければならないという事態が生じ、地方公共団体にとっては相当な負担とな

る。

仮に、国を被告とする行政訴訟について、管轄を拡大することがあったとしても、地

方公共団体については、管轄を拡大すべきではない。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－２ 審理を充実・迅速化させるための方策の整備につい

項 て

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

訴訟の初期の段階で処分又は裁決の理由を明らかにする必要性は認められる

が、これについては民事訴訟法の釈明処分等により対応すれば足り、その特則として

広範な資料の提出を求めることができるとすることは適当ではない。

また、個人情報関係法令（条例を含む。）の対象となる文書等については、提出を

拒むことができるとすべきである。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－３ 本案判決前における仮の救済の制度の整備につい

項 て

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

（執行停止の要件の緩和について）

行政事件訴訟法第２５条第２項の執行停止の要件は維持されるべきである。仮に

執行停止の要件が緩和され、執行停止が容易に認められると、きわめて幅広い行政

分野を担当している地方公共団体が行った処分についてその執行ができなくなり、多

数の利害関係者に不利益を与えたり、行政の円滑な執行が阻害されるおそれがあ

る。

（公権力の行使に当たる行為についての執行停止以外の仮の救済について）

行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為は、公定力を有するものであ

り、これについて仮処分に類する仮の救済の手続によってその効力または執行が阻

止されることは、法的安定性を害し適当でない。

例えば、地方公共団体の行政財産の中に第三者が建てた建築物を撤去しようとす

る場合に、仮の救済の手続が認められることによって執行ができなくなるおそれが出

てくる等、地方公共団体の住民への行政サービスの提供や財産の管理等に著しい障

害をもたらすこととなる。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－４－（１）行政の作為の給付を求める訴えについて

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

行政の作為の給付（義務付け）を求める訴えを法定化する場合には、一義性の要

件、緊急性の要件、補充性の要件の３つが充たされることが必要である。

行政事件訴訟法における事後訴訟中心主義は維持されるべきであり、行政の作為

の給付（義務付け）を求める訴えを認めるとしても、行政庁が判断する前に司法が判

断するのは例外的な場合に限って認められるべきである。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－４－（２） 行政の行為の差止めを求める訴えについて

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

第２－４－（１）と同様の考え方から、差止めの要件は、Ａ案を基本とし、その要件を厳

格にすべきである。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－４－（３）確認の訴えについて

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

行政立法や行政計画のうち、取消訴訟の対象には該当しないとされるものに関し、

無効の確認を求める訴えを認めることは適当でない。その理由については第２－５－

（１）に同じ。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－５－（１） 行政立法、行政計画、通達、行政指導などへ

項 の取消訴訟の対象の拡大について

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

条例、規則等の地方公共団体による行政立法については、意見を異にする住

民や関係団体による論議、検討を経て議会又は長の責任において制定されるも

のであり、これらを直接取消訴訟の対象とすることは、立案過程における論議

が訴訟の場において蒸し返されることになり、著しく不適当な結果を招来する

ことになる。

また、法的効果を有しない行政指導を取消訴訟の対象とすることは訴訟の目的に

馴染まない。行政指導をめぐる紛争の解決のためには、行政手続法上の手続の充実

がまず考えられるべきである。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－５－（２） 取消訴訟の排他性等の見直し、行政決定の違

項 法確認訴訟の創設について

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

取消訴訟の排他性と出訴期間の制限によって、法律関係の安定が図られ、ひいて

は、行政の円滑・効率的な遂行による国民の利益を図ることができるから、取消訴訟

の排他性と出訴期間の制限は、今後も維持するべきである。

取消訴訟の排他性と出訴期間の制限を個別法で定めるとすると、個々の処分ごと

に内容が異なり、処分を受ける者は混乱することになるから、かえって、国民の権利

利益に反する結果となって妥当でない。

また、排他性又は出訴期間が必要なものについて個別法の規定により定めるとす

ると、条例に基づく行為について、条例で出訴期間を定めることが必要になるが、条

例の目的等によりどの程度の出訴期間を定めることができるかを個々に判断すること

はきわめて困難である。

（条例で出訴期間を定めることができないとすると、条例に基づく行為については、出

訴期間を定めることができなくなる。）

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－５－（３）裁判所が判決で必要な是正措置を命ずる考え方

項 について

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

裁判所がどのような救済が当事者にとって有利かを考えて救済方法を決定するこ

とは、原告の請求の趣旨の当否を判断するという司法の機能になじまず、司法の限

界を超えているというべきである。

被告としても、請求が特定されないと、どのような点について防御すればよいかが

明らかとならず、被告の権利保護に欠けることになる。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－５－（５）出訴期間の延長について

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

「処分があったことを知った日から３ヶ月」という現行規定は維持されるべきである

が、「知った日」について個別法令（条例を含む。）で明確な解釈を明定することは有

益であると考える。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－６－（１）原告適格の拡大について

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

原告適格については、権利義務に関する具体的な争訟を解決するという司法の役

割の観点から、真に権利利益の救済の必要性のある者に原告適格が認められるべ

きであり、行政事件訴訟法９条の規定は維持するべきである。

「法律上の利益」に当たるかどうかの判断に当たっては行政法規が当該利益を個

別的利益として保護しているかどうかを考える必要はなく、法律の保護範囲内か否か

を検討すれば足りるという考え方については、法律の解釈如何によって著しく原告の

範囲が拡大し、行政機関があらゆる局面において訴訟に遭遇するおそれが生じるか

ら、適当でない。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－６－（２）自己の法律上の利益に関係のない違法の主張

項 制限の規定の削除について

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

自己の法律上の利益に関係のない違法を主張することができるとすることは、主観

訴訟という抗告訴訟の本質を害することとなって、適当でない。

例えば、第三者に対して通知を要する処分について、原告に対する手続が適法に

なされている場合であっても、第三者に対する通知が数日遅れただけで当該処分が

取り消されるといった事態が生じる可能性がある。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－６－（３）団体訴訟の導入について

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

団体訴訟の必要性はそれぞれの訴訟類型によって異なるから、団体訴訟について

は、個別法の規定に委ねるべきであり、行政事件訴訟法に一般的な規定をおくことは

適当でない。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－７－（１）主張・立証責任を行政に負担させることについて

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

現行制度の下においても、地方公共団体は必要な立証活動を行い、説明責任を果

たしていると考えている。

主張・立証責任を一律に行政に負担させるとする考え方の背景には、行政が情報

を独占し、原告はそのような立場にないとする考え方があると思われるが、例えば膨

大な情報を有している国際的な大企業が地方公共団体を訴えるといった場面を想定

すれば、必ずしもこのような考え方はあてはまらない。

主張・立証責任は、行政処分の種類等によって個別法の解釈に委ねられるべきで

あり、全ての主張立証責任を地方公共団体に負担させることは適切ではない。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－７－（２）処分の理由等の変更の制限について

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

理由の提示が要求されている処分について、処分の理由の変更が制限されるとす

ると、地方公共団体としては、処分の段階で、想定されるあらゆる理由を明らかにす

る必要が生じ、ひいては処分の遅延につながりかねず、極めて不適当である。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項

一般に行政処分に理由付記を要求する趣旨は、行政庁の判断の慎重、合理性を

担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立て

の便宜を与えることにある点に留意する必要がある。
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－７－（３）事情判決の制限について

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

現行行政事件訴訟法第３１条が規定するとおり、事情判決をするかどうかは裁判

所の判断に委ねるべきであり、法律で事情判決ができないと定めることは適当でな

い。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項

事情判決の制度が、原状回復が困難ないし不能の場合にも、訴えの利益が失わ

れず、行政処分の適否を司法判断の下に置くという積極的な機能を有している点に

ついて留意するべきである。
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－７－（４） 裁量の審査の充実について

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

裁量の逸脱についての判断基準を客観化しようとする努力は続けられるべきであ

り、その基準は個別法によって明らかにされるとともにその解釈によるべきである。ま

た、行政管理や行政評価に用いられている基準や考え方を裁判規範の中に持ちこむ

ことは適当ではない。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

第２－７－（４）裁量の審査の充実ご意見をいただく事

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

○３２頁 ９行から１２行の記述

「ウについて 費用便益分析手法は、行政評価の分野などでは実際に法令上行政

手法に組み込まれており、それが未熟だということになると、法的利益の比較衡量を

求める既存の行政法令の要件解釈や、行政評価そのものが成り立たなくなる。」につ

いて、平成１４年４月から「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成１３年法

律第８６号。以下「評価法」という。）が施行され、各府省において同法に基づき政策評

価を実施しているところであり、評価法第３条において、「行政機関は、その所掌する

政策について、適時にその政策効果を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又

は有効性の観点からその他当該政策の特性に応じて必要な観点から自ら評価すると

ともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない」とされ、ま

た、同条第２項において、「政策評価は、その客観的かつ厳格な実施の確保を図るた

め、政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限り定量的に把握

する」旨が規定されているところであるが、評価法においては、費用便益分析手法が

法令上行政手法に組み込まれているわけではない。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－８－（２）弁護士報酬の敗訴者負担の取扱いについて

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

弁護士報酬の敗訴者負担については、それ自体の当否が論議されるべきである

が、敗訴者負担制度を導入する場合には、片面的敗訴者負担制度を導入することは

適当ではない。

原告と被告は訴訟においては対等な立場にあり、また、原告が敗訴した場合には、

行政の適法性が司法によって認められたことになるのであるから、敗訴者負担制度

を導入するのであれば、原告が敗訴した場合には原告が被告の弁護士費用を負担

するべきである。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項
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〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－８－（３）不服審査前置による制約の緩和について

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

不服審査前置は、いったんは行政に再検討の機会を与え、その自主的解決を期待

することにあり、紛争の解決に当たって必要な役割を果たしていることから、不服審査

前置を定めることができないとすることは適当ではない。

また、専門化された分野について専門機関である行政委員会等が審査することが

実情を適格に把握するために有意義であり、事後の訴訟の審理の適正を期する上で

も有効と考えられる。

なお、電波監理審議会は、電波法等に基づく総務大臣の行政処分に対する不服申

立てについて審理・議決する機能が与えられており、不服申立てに対する総務大臣

の決定はこの電波監理審議会の議決に拘束されるとともに、訴えの提起はこの手続

を経た総務大臣の決定に対してのみに限られ、かつ、この訴えの管轄は東京高等裁

判所の専属管轄とされ、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する

実質的な証拠があるときは裁判所を拘束するなど、審議会としては準司法的機能を

果たしている。

○電波法（昭和２５年法律第１３１号）

（訴えの提起）

第９６条の２ この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分

に不服がある者は、当該処分についての異議申立てに対する決定に対しての

み、取消しの訴えを提起することができる。

（専属管轄）

第９７条 前条の訴え（異議申立てを却下する決定に対する訴えを除く。）は、東京

高等裁判所の専属管轄とする。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項



- 24 -

〔様式〕

「行政訴訟検討会における主な検討事項」に関する意見等

省庁名等 総務省

ご意見をいただく事 第２－９－（１）行政訴訟の目的規定の新設について

項

① 各府省庁等所管の行政分野に与える影響の有無・内容・程度

行政訴訟の目的は、第一次的には権利侵害の救済にあり、適法性の確保は権利

侵害の救済を通じて行われるものであるから、行政訴訟の目的として権利侵害の救

済に加えて適法性の確保を記載することは適当ではない。

② 上記①との関係で検討を要すると思われる事項


